
事務 連絡

平成23年 11月 25日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

補 償 課業務担当課長補佐

医療福祉担当課長補佐

労災保険業務課短期給付担当課長補佐

運用担当課長補佐

労災診療費審査点検等業務の国集約化に伴う

労災行政情報管理システムの労災業務機能の改修等について

労災診療費審査点検等業務の国集約化に伴い、集約化後の業務を円滑に実施

するため、都道府県労働局設置の Fatクライアント(以下「局 FatJ という。)

とこれまで労災診療費審査事業受託者の事務所(当該事業による事前審査点検

業務が労働局に集約化された後の庁舎を含む。)設置の Fatクライアント(以

下「旧 RICFatJ という。)について下記のとおりシステム上の制限を廃し、い

ずれの Fatクライアントにおいても共通に業務が可能となるよう改修を行いま

した。

併せて、労災補償課と別庁舎(以下 F分室」という。)に設置する Fatクラ

イアント用操作カードの管理方法及びユーザ IDを整理することとしたので、

貴局関係職員に周知いただくとともに、対応方よろしくお願いいたします。

言己

1 労災業務機能の改修(別紙 1、2参照)

(1)局 Fat

現在使用している「アフターケア(委託費・通院費)請求書登録」等機

能及び「労災指定病院等登録」等機能に加え、新たに「診療費(薬剤費)

請求書等登録J等機能及び「二次健康診断等費用請求書登録」等機能が

使用可能となる。



(2) I日RICFat 

現在使用している「診療費(薬剤費)請求書等登録J等機能及び「二次

健康診断等費用請求書登録」等機能に加え、新たに「アフターケア(委

託費・通院費)請求書登録」等機能、「労災指定病院等登録」等機能及び

「二次健康診断等給付請求書決議」機能が使用可能となる。

(3 )職員ポータルの労災業務メニュー

現在 RIC職員用ユーザ ID(以下 rRICIDJ という。)からログオンした

場合のみ使用できる「診療費請求受付データ検索」・「診療費請求受付デ

ータダウンロードJ• r支払データ作成・ダウンロードJ機能について、

労働局職員用ユーザ ID(以下「局職員用 IDJ という。)及び労働局臨時

職員(労災)用ユーザ ID(以下「局臨時職員用 IDJ という。)でログオ

ンした場合においても使用可能となる。なお、この改修に伴い RICIDは

後掲 3 (2) のとおり使用を停止する。

(4 )改修稼働日

平成 23年 11月28日(月)

(5 )留意事項

ア 本改修により取扱が変更される出力帳票(別紙3参照)

現在 RICIDからログオンした場合のみ検索できる別紙3の帳票につ

いては、平成 23年 11月25日(金)までに作成されたものを含め、

平成 23年 11月 28日(月)以降、新たに局職員用 ID及び局臨時職

員用 IDから検索可能となる。

ただし、別紙 3 項番 1~7 の帳票については、現在局職員用 ID 及び

局臨時職員用 IDから検索可能な帳票と同一であり、平成 23年 11月

28日(月)以降重複することになるため廃止されるので、配信され

ないことに留意すること。

なお、平成 23年 11月25日(金)までに作成された当該帳棄を局

職員用 ID及び局臨時職員用 IDから検索した場合、検索結果画面には

帳票が重複して表示されることになる旨留意すること。

イ 局 Fatに自動配信される帳票

以下の帳票は自動配信方式であり、出力の契機となる帳票を分室で入

力した場合でも、出力先は局において自動配信先として設定している

Fatとなることに留意すること。

なお、配信先の Fatの変更を希望する場合には、事前に本省労災保険

業務課に協議すること。

ぐア)労災指定医療機関等登録(変更)出力書(リモート)(日次) (局宛)

(イ)労災指定医療機関等登録(変更)通知書(リモート)(日次) (局宛)
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(ワ)労災保険指定医療機関指定通知書

(エ)労災指定病院等登録(変更)報告書キャンセノレリスト(局宛)

(オ)指定・指名登録報告書キャンセノレリスト

(カ)指定薬局・指名機関登録(変更)出力票(リモート) (日次)

(キ)指定薬局・指名機関登録(変更)通知書(リモート) (日次)

(ク)労災保険二次健診等給付医療機関指定通知書

2 分室における操作カードの管理方法

分室において操作カードを使用する業務を実施する局にあっては、労災補

償課長が操作カードの管理及び保管に関する職務を行う者を指名すること。

指名された者は、労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

運用管理要領(以下「運用管理要領」という。)に基づき、適切に操作カー

ドの管理及び保管を行うこと。

3 ユーザ IDの整理

(1)権限の付与

RlC IDに付与している「診療費(薬剤費)請求書等登録」等の入力権

限については、全ての局職員用 ID及び局臨時職員用 IDに付与する。

(2) RlC IDの使用停止及び局職員用 ID又は局臨時職員用 IDへの変更

今般の機能改修に伴い、RlCIDの使用を停止すること。ついては、運

用管理要領に基づき、平成 23年 11月 29日から同年 12月 26日ま

でに、RlCIDを使用している再任用短時間勤務職員及び非常勤職員につ

いては、それぞれ、局職員用 ID、局臨時職員用 IDの申請を本省労災保険

業務課伝送係あて行うこと。

ユーザ ID申請時の申請種別は「新規Jとし、局用の申請様式を使用す

ること。使用を停止するRlCIDについては申請種別を「退職」とし、RlC

用の申請様式を使用した上で、局職員用 ID又は局臨時職員用 IDの新規

申請と同時に行うこと。また、申請書には、再任用短時間勤務職員及び

非常勤職員の委嘱がわかるものを添付すること。

なお、局職員用 ID等への変更に一定の期聞を要することに鑑み、RlCID

については改修後も暫定的に退職申請までの聞は使用できるものとする

が、局職員 ID及び局臨時職員用 IDと比較した場合、休業検索が行えな

い等の業務制限があることに留意すること。

( 3 )留意事項

RlC ID使用時の個人フォルダ及びデスクトップに保存されているデー

タが存在する場合、変更後の IDには引き継がれないので、必要に応じて
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事前に外部記録媒体に保存する等して移行させること。

この場合、当該外部記録媒体は、移行作業が終了するまでの問、厳重に

保管するとともに、移行作業終了後は直ちに廃棄する等、情報漏洩防止

のための措置を的確に実施すること。
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【別紙1】

1. Fatクライアントの労災業務機能を統一させる改修

現在、局用FatクライアントとRIC用Fatクライアントとでは利用できる機能が異なっている(表中の
黒字)。これを赤字のとおり同一にする。(入力帳票の変更内容は別紙2参照)

恒勾印クライアント 1局用陥クライアント l 

×ーシO

痛い

京康診断等実用請求書l

O 

O 

今回の改修により、局及び分室(元RIC)Iこ設置されたどのFatクライアントからでも各労災業務
が行えるようになる。 ーシ労災業務に関しては、 Fatクライアントは同ーの機能となる。

※自動配信の対象となっている帳票については、入力したFatクライアントIこ関わらず、
局において自動配信先として設定しているFatクライアントに出力される。



2.システム改修後のFatクライアント使用イメージ

ログイン

局職員・局臨時

職員用ユーザ

ログイン

ぷ事
局用FatClient 

組事
RIC用FatClient 

ぷ事
局用FatClient 

s事
RIC用FatClient 

【現在】アフターケア登録等のみ r

x 【現在】使用不可

【現在】診療費登録等のみ



別紙2
Fatクライアント設置場所別、帳票の入力権限変更表

※rOJは従来から入力可能な帳票であり、 rx→OJは今回の改修により入力可能となる帳票である.



別紙3

本改修により取扱が変更される出力帳票一覧

2 I TJKKl 回U~ Im~五百、' '・，‘

ーー ー Iぴ局臨時職員用ID

3 I T JKSKB02 I継続デ-$1チェックリスト(労災診療費審査事業受託者宛)
から検索可能な帳
|票と同一であるた
め、廃止。

4 I TJKS丁目02I診療費転帰後請求リスト(労災診療費審査事業受託者宛) (平成23年11月2
5日(金)までに作

5 I TGSKNB04 1;;;:;;'、田幡宮剛守'rJl(;;n;;;別受付日報〔労災診療費審査事業受託者 成されたものは局

6 
TJKK丁目05 ー帆眠障W 剛寸且ITU占 "././"./_1 円‘〆山Vμ、E品川ハ7J:x.1l7 職時職員用員I用D及旧びか局ら検臨

療費審査事業受託者宛) 索可能)
官，/<圭国E呈会国民主主品会1.ト書事τ1>宣量bn.+国車生1JI__軍~*(母会~1~ 告会量恒星事事量0;'包宝言

7 TSKNKB02 

8 TJKSSB01 

9 TSKTHB01 給付キ一変更リスト

10 TSKTHB02 処理区分変更リスト

11 TSKTHB03 管轄局署変更リスト

12 TSKTHB04 

13 

14 TSKTHB061二次健診管轄局変更リスト


